
平
成
二
十
五
年
五
月
十
六
日
提
出

質

問

第

七

九

号

「
バ
タ
ビ
ア
臨
時
軍
法
会
議
の
証
拠
資
料
」
に
つ
い
て
の
安
倍
首
相
の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

辻

元

清

美

79



「
バ
タ
ビ
ア
臨
時
軍
法
会
議
の
証
拠
資
料
」
に
つ
い
て
の
安
倍
首
相
の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

安
倍
首
相
は
二
〇
〇
七
年
三
月
一
日
に
「
当
初
、
定
義
さ
れ
て
い
た
強
制
性
を
裏
付
け
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
そ
の
証
拠
は

な
か
っ
た
の
は
事
実
で
は
な
い
か
と
思
う
」
と
発
言
。
さ
ら
に
三
月
五
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
「
官
憲
が
家
に
押
し
入
っ

て
人
さ
ら
い
の
ご
と
く
連
れ
て
行
く
と
い
う
強
制
性
は
な
か
っ
た
」
と
発
言
し
た
。

ま
た
、
辻
元
清
美
提
出
の
「
安
倍
首
相
の
『
慰
安
婦
』
問
題
へ
の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
し
、
政
府
は
二
〇
〇

七
年
三
月
一
六
日
、
「
同
日
（
一
九
九
三
年
八
月
四
日
）
の
調
査
結
果
の
発
表
ま
で
に
政
府
が
発
見
し
た
資
料
の
中
に
は
、
軍

や
官
憲
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
強
制
連
行
を
直
接
示
す
よ
う
な
記
述
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
答
弁
し
た
。

《
答
弁
Ａ
》

次
に
、
通
称
「
マ
ゲ
ラ
ン
事
件
」
に
つ
い
て
の
資
料
を
提
示
す
る
。

●
マ
ゲ
ラ
ン
事
件
宣
誓
証
人
調
書

オ
ラ
ン
ダ
・
バ
タ
ビ
ア
臨
時
軍
法
会
議
書
類
番
号
�
�
�
�
�
／
Ｒ

調
書
作
成
者：

W
illem

T
heodoor

Spier

（
一
九
四
八
年
三
月
一
一
日
）
／
証
人：

﹇
・
・
・
﹈
夫
人
、
﹇
・
・
・
﹈
一
八
九
七
年
ブ
ニ
ン

ク
生
れ
／
住
所
﹇
・
・
・
﹈

�
ユ
ト
レ
ヒ
ト

問：

日
本
人
が
ム
ン
テ
ィ
ラ
ン
の
抑
留
所
に
い
た
女
性
や
少
女
達
を
、
売
春
を
さ
せ
る
た
め
に
強
制
的
に
連
行
し
た
と
い
う

一



こ
と
に
つ
い
て
あ
な
た
は
ど
う
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

答：

（
略
）
四
三
年
一
二
月
の
あ
る
朝
の
こ
と
｛
一
二
月
の
は
じ
め
頃
｝
、
抑
留
所
の
運
営
委
員
会
の
委
員
で
あ
る

﹇
・
・
・
﹈
夫
人
と
、
﹇
・
・
・
﹈
夫
人
と
、
私
達
の
事
務
所
に
い
た
時
、
数
名
の
日
本
人
と
会
っ
て
く
れ
と
の
連
絡

が
あ
り
ま
し
た
。
私
達
の
抑
留
所
の
所
長
は
、
﹇
・
・
・
﹈
と
名
乗
る
マ
ゲ
ラ
ン
の
州
長
官
だ
と
自
己
紹
介
し
た
日
本

人
と
一
緒
で
し
た
。
他
に
も
数
人
の
日
本
人
が
い
ま
し
た
。
後
で
分
か
っ
た
の
で
す
が
、
一
人
は
﹇
・
・
・
﹈
と
い
う

憲
兵
《
傍
線
�
》
、
も
う
一
人
は
﹇
・
・
・
﹈
と
い
う
民
間
人
で
し
た
。
（
略
）
事
務
所
へ
戻
る
と
、
書
き
付
け
た
名

前
を
全
部
タ
イ
プ
し
、
そ
の
名
簿
に
、
抑
留
所
内
に
い
る
一
七
歳
以
上
の
女
性
達
の
名
前
も
全
部
足
す
よ
う
に
言
わ
れ

ま
し
た
。
（
略
）
そ
れ
か
ら
一
〇
日
ぐ
ら
い
し
て
か
ら
、
ミ
ア
サ
キ
（
原
文
：M

iasaki

、
抹
消
漏
れ
）
が
、
何
人
か

の
私
達
の
見
知
ら
な
い
日
本
人
を
伴
っ
て
や
っ
て
来
て
、
会
合
を
し
て
い
た
私
達
の
委
員
会
に
対
し
て
、
例
の
名
簿
を

も
と
に
少
女
達
に
事
務
所
の
前
に
出
て
来
る
よ
う
に
手
配
す
る
よ
う
マ
レ
ー
語
で
言
い
付
け
ま
し
た
。
（
略
）
日
本
人

達
と
﹇
・
・
・
﹈
は
彼
女
ら
を
目
で
検
査
し
、
仕
事
を
し
た
い
か
ど
う
か
を
彼
女
ら
に
彼
が
尋
ね
た
よ
う
に
記
憶
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
は
だ
れ
一
人
返
答
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
（
略
）
四
四
年
一
月
二
五
日
｛
こ
こ
で
証
人
は
彼
女
の
日
記

を
覗
く
｝
、
三
人
の
見
慣
れ
な
い
日
本
人
が
抑
留
所
に
来
ま
し
た
。
（
略
）
私
達
委
員
が
礼
拝
堂
に
入
っ
た
時
に
は
、

二



も
う
四
〇
人
ぐ
ら
い
の
夫
人
達
や
母
親
同
伴
の
少
女
達
が
来
て
い
ま
し
た
。
私
達
は
激
し
く
抗
議
し
ま
し
た
が
、

﹇
・
・
・
﹈
は
、
私
を
﹇
・
・
・
﹈
博
士
と
一
緒
に
礼
拝
堂
の
外
に
追
い
出
し
ま
し
た
。
（
略
）
私
は
少
女

﹇
・
・
・
﹈
が
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
気
が
狂
っ
た
よ
う
に
泣
く
の
を
目
撃
し
ま
し
た
。
彼
女
は
間
違
い
な

く
、
い
や
い
や
行
か
さ
れ
た
と
私
は
思
い
ま
す
。
《
傍
線
�
》

日
本
人
達
は
、
私
達
委
員
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
、
選
ば
れ
た
夫
人
や
少
女
達
に
は
、
出
発
の
準
備
を
す

る
よ
う
直
接
に
指
示
し
ま
し
た
。
彼
女
ら
が
私
に
知
ら
せ
て
く
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
半
時
間
で
身
支
度
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
間
に
、
私
達
委
員
は
、
抑
留
所
の
女
性
達
全
員
に
、
一
緒
に
門
の
と
こ
ろ
に
集
ま
っ
て
抗

議
し
、
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
連
行
を
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
指
示
し
ま
し
た
。
日
本
人
達
が
礼
拝
堂
か
ら
出
て
来
て
、
門
へ
向

か
っ
た
時
、
私
達
は
一
斉
に
「
い
や
だ
ー
！
（
原
文
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
〝T

idam
aoe!

〞
）
」
と
叫
び
ま
し
た
。

日
本
側
は
こ
れ
に
激
怒
し
て
、
長
い
竹
と
抜
き
身
の
サ
ー
ベ
ル
で
武
装
し
た
警
官
隊
に
集
ま
っ
た
女
性
達
を
追
い
散
ら
す
よ

う
命
令
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
応
じ
て
警
官
﹇
・
・
・
﹈
は
突
進
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
も
目
撃
し
、
彼
か
ら
竹
の
棒
で
一
つ
殴
ら
れ
ま
し
た
。

（
略
）

三



問：

少
女
達
を
連
行
し
た
際
、
強
制
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
か
？

答：

は
い
。
私
達
の
抗
議
、
女
性
達
の
抗
議
、
ま
た
集
ま
っ
て
い
た
者
た
ち
を
力
づ
く
で
追
っ
払
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
そ
れ

は
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
《
傍
線
�
》

問：

日
本
人
は
、
少
女
達
を
連
行
し
た
目
的
に
つ
い
て
何
も
話
し
ま
せ
ん
で
し
た
か
？

答：

は
い
、
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
礼
拝
堂
の
中
で
、
日
本
人
の
た
め
に
働
き
た
い
か
、
と
母
親

達
が
尋
ね
ら
れ
た
だ
け
で
す
。

問：

完
全
に
自
分
の
意
志
に
反
し
て
連
れ
て
行
か
れ
た
少
女
は
誰
と
誰
で
し
た
か
？

答：

﹇
・
・
・
﹈
、
﹇
・
・
・
﹈
、
﹇
・
・
・
﹈
、
﹇
・
・
・
﹈
、
﹇
・
・
・
﹈
で
し
た
。
《
傍
線
�
》
（
略
）

問：

日
本
人
の
特
徴
を
言
っ
て
も
ら
え
ま
す
か
？

答：

﹇
・
・
・
﹈
は
き
ち
ん
と
し
た
人
、
と
い
う
印
象
で
し
た
。
マ
ゲ
ラ
ン
の
州
長
官
で
し
た
か
ら
、
簡
単
に
見
つ
か
る
は

ず
で
す
。

﹇
・
・
・
﹈
は
憲
兵
で
、
抑
留
所
の
監
督
を
任
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
《
傍
線
�
》
こ
の
イ
セ
キ
（
原
文
：Iseki

、
抹
消

漏
れ
）
に
つ
い
て
は
、
私
は
当
時
既
に
、
｛
記
録
保
存
係
の
？
｝
デ
ブ
ー
ル
氏
の
目
の
前
で
私
に
ひ
ど
い
扱
い
を
し
た
こ
と
に

四



関
し
て
苦
情
書
を
提
出
し
て
あ
り
ま
す
。
写
真
が
あ
れ
ば
見
分
け
ら
れ
ま
す
。
（
略
、
以
上
）

前
記
資
料
は
オ
ラ
ン
ダ
政
府
戦
争
犯
罪
調
査
局
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
バ
タ
ビ
ア
臨
時
軍
法
会
議
に
証
拠
資
料
と
し
て

提
出
さ
れ
、
採
用
さ
れ
て
い
る
。

辻
元
清
美
提
出
の
「
安
倍
首
相
の
『
慰
安
婦
』
問
題
へ
の
認
識
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁
書
で
、
政
府
は

二
〇
〇
七
年
四
月
二
〇
日
、
バ
タ
ビ
ア
臨
時
軍
法
会
議
に
つ
い
て
は
「
我
が
国
は
、
平
和
条
約
第
十
一
条
に
よ
り
、
連
合
国
戦

争
犯
罪
法
廷
の
裁
判
を
受
諾
し
て
お
り
、
国
と
国
と
の
関
係
に
お
い
て
、
同
裁
判
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
立
場
に
は
な

い
。
」
と
答
弁
し
た
。
《
答
弁
Ｂ
》

な
お
、
バ
タ
ビ
ア
臨
時
軍
法
会
議
で
は
、
「
戦
争
犯
罪
の
概
念
規
定
に
関
す
る
総
督
令
」
（
一
九
四
六
年
六
月
一
日
布
告
）

が
適
用
さ
れ
て
お
り
、
同
総
督
令
で
は
戦
争
の
法
規
及
び
慣
例
違
反
を
戦
争
犯
罪
と
し
、
三
九
の
犯
罪
事
項
を
列
挙
し
て
お

り
、
「
強
姦
」
「
強
制
的
売
淫
の
た
め
の
婦
女
子
の
誘
拐
及
び
売
淫
の
強
制
」
「
抑
留
市
民
又
は
被
拘
禁
者
の
虐
待
」
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

二
〇
〇
七
年
五
月
二
八
日
、
辻
元
清
美
が
「
バ
タ
ビ
ア
臨
時
軍
法
会
議
の
証
拠
資
料
と
安
倍
首
相
の
『
慰
安
婦
』
問
題
へ
の

認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
を
提
出
し
、
「
慰
安
婦
問
題
に
関
す
る
政
府
の
基
本
的
立
場
は
、
平
成
五
年
八
月
四
日
の
内
閣

五



官
房
長
官
談
話
の
と
お
り
で
あ
る
」
と
い
う
答
弁
を
得
ら
れ
、
第
一
次
安
倍
内
閣
の
歴
史
認
識
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
二
次

安
倍
内
閣
が
成
立
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
安
倍
首
相
の
歴
史
認
識
が
第
一
次
安
倍
内
閣
当
時
と
変
わ
ら
な
い
の
か
、
ま
た
は
ど

う
変
わ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
国
民
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

従
っ
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

《
当
該
資
料
に
対
す
る
政
府
の
認
識
》
に
つ
い
て

�

政
府
は
、
バ
タ
ビ
ア
臨
時
軍
法
会
議
に
提
出
さ
れ
証
拠
書
類
と
し
て
採
用
さ
れ
た
当
該
資
料
が
、
四
月
二
〇
日
付
答
弁

書
の
《
答
弁
Ｂ
》
に
お
け
る
「
我
が
国
は
・
・
・
異
議
を
述
べ
る
立
場
に
は
な
い
」
と
す
る
対
象
に
含
ま
れ
、
そ
の
内
容

に
異
議
が
な
い
こ
と
を
認
め
る
か
。

�

当
該
資
料
に
お
け
る
《
傍
線
�
》
《
傍
線
�
》
は
、
日
本
軍
の
憲
兵
が
女
性
を
集
め
る
指
示
に
直
接
的
に
関
与
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
「
軍
や
官
憲
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
強
制
連
行
を
直
接
示
す
よ
う
な
記
述
」
で
あ
る
と
考
え
る
か
。

政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

当
該
資
料
に
お
け
る
《
傍
線
�
》
《
傍
線
�
》
《
傍
線
�
》
は
、
女
性
が
そ
の
意
志
に
反
し
て
強
制
的
に
連
行
さ
れ
た

こ
と
を
示
し
て
お
り
、
「
軍
や
官
憲
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
強
制
連
行
を
直
接
示
す
よ
う
な
記
述
」
で
あ
る
と
考
え
る
か
。
政

六



府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

政
府
は
、
総
じ
て
当
該
資
料
は
「
軍
や
官
憲
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
強
制
連
行
を
直
接
示
す
」
資
料
で
あ
る
と
い
う
認
識

か
。

二

《
当
該
資
料
に
対
す
る
安
倍
首
相
の
認
識
》
に
つ
い
て

�

安
倍
首
相
は
、
当
該
資
料
に
お
け
る
《
傍
線
�
》
《
傍
線
�
》
は
、
憲
兵
が
女
性
を
集
め
る
指
示
に
直
接
的
に
関
与
し

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
「
官
憲
が
家
に
乗
り
込
ん
で
人
さ
ら
い
の
よ
う
に
連
れ
て
行
く
よ
う
な
強
制
性
」
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
か
。

�

安
倍
首
相
は
、
当
該
資
料
に
お
け
る
《
傍
線
�
》
《
傍
線
�
》
《
傍
線
�
》
は
、
女
性
が
そ
の
意
志
に
反
し
て
強
制
的

に
連
行
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
「
軍
官
憲
が
家
に
乗
り
込
ん
で
人
さ
ら
い
の
よ
う
に
連
れ
て
行
く
よ
う
な
強
制

性
」
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
か
。

�

安
倍
首
相
は
、
総
じ
て
当
該
資
料
は
「
当
初
、
定
義
さ
れ
て
い
た
強
制
性
を
裏
付
け
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
認
識

か
。

右
質
問
す
る
。

七


